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（午後 ７時００分 開会） 

○田村歯科担当課長 それでは、皆様、お待たせいたしました。定刻になりましたので、

ただいまより、東京都がん対策推進協議会第５回ＡＹＡ世代がんワーキンググループを

開会いたします。  

  私は４月より歯科担当課長となりました田村でございます。今年度がん対策を担当さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。  

  本日お集まりいただきました委員の皆様方には、ご多忙の中にもかかわらず、ご出席

いただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染症の影響により、

本日の会議はウェブ会議での開催となります。日程調整が複数会となってしまい、委員

の皆様方にはご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。円滑に進められるよう努めて

まいりますが、機器の不具合等により映像が見えない、音声が聞こえない等がございま

したら、その都度お知らせいただければと思います。  

  ウェブ会議を行うに当たりまして、皆様方に２点お願いがございます。１点は、議事

録作成のため、必ずご所属とお名前を発言の際におっしゃっていただくようお願いいた

します。また、ハウリングを防止するため、ご発言の際以外はマイクをミュートにして

いただきますようお願いをいたします。  

  それでは、本日の会議より、新たに委員にご就任いただいた方をご紹介いたします。  

  まず、東京医科歯科大学茨城県小児・周産期地域医療学講座寄附講座准教授の石川智

則委員でございます。石川先生、一言お願いいたします。  

○石川委員 聞こえてらっしゃいますでしょうか。東京医科歯科大学の石川と申します。

よろしくお願いいたします。私は妊孕性温存の治療に加えて通常不妊治療、生殖医療を

担当しておりますので、今回、その立場からワーキンググループに参加させていただく

ことになりました。よろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。  

  もうお一方、聖路加国際病院女性総合診療部看護師中村希委員です。中村委員、よろ

しくお願いします。  

○中村委員 お世話になっております。聖路加国際病院の女性総合診療部看護師の中村と

申します。私も不妊治療の分野で活動させていただいています。よろしくお願いいたし

ます。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。お二人には生殖機能温存の治療及び患者支

援の専門家としての立場から委員にご就任いただきました。どうぞよろしくお願いいた

します。  

  また、本日はウェブ会議での委員の皆様方の席札がございませんので、ほかの委員の

皆様にも、ご所属とお名前をご披露いただければと思います。  

  それでは、資料１－２の委員名簿に従いまして、委員紹介を行います。お声がけしま

すので、一言ずつお願いをいたします。  
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  それでは、清水委員、まだお見えになっていないようですので、鈴木彩委員、よろし

くお願いします。  

○鈴木彩委員  成育医療センターでソーシャルワーカーをしております鈴木と申します。

小児がん拠点病院なので、こういった女性の生殖医療のことはあまり詳しくないんです

けれども、よろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  続きまして、橋本委員、お願いいたします。  

○橋本委員 聖路加病院相談支援センターの橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  それから、座長をお引き受けいただいております松本委員、よろしくお願いします。  

○松本ワーキンググループ長  国立成育医療研究センターの小児がんセンター長を務めて

おります松本と申します。どうぞよろしくお願いします。こういうウェブ会議の座長と

いうのはなかなか大変ですので、皆さんの活発なご意見をお待ちしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 よろしくお願いいたします。  

  続きまして、山内委員、よろしくお願いします。  

○山内委員 聖路加国際病院の乳腺外科医をしております、山内です。よろしくお願いい

たします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。本日もよろしくお願いします。  

  続きまして、清水委員がお見えになったようでございますので、一言よろしくお願い

します。  

○清水委員 聞こえますでしょうか。国立国際医療研究センターの清水です。すみません、

ウェブの会議に入るのにちょっとてこずりまして、遅れました。がん総合診療センター

というところで乳腺の腫瘍内科をやっております。どうぞよろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  続きまして、湯坐委員、よろしくお願いします。  

○湯坐委員 都立小児総合医療センター血液・腫瘍科、小児科医の湯坐です。どうぞよろ

しくお願いします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  続きまして、渡邊委員、お願いいたします。  

○渡邊委員 この４月に上智大学から昭和大学のほうに移動しました渡邊です。よろしく

お願いいたします。看護職です。よろしくお願いします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  続きまして、鈴木美穂委員、お願いいたします。  

○鈴木美穂委員 ごめんなさい。よろしくお願いします。聞こえますか。若年性がん患者

団体「ＳＴＡＮＤ  ＵＰ！」の共同発起人というふうに書いてありますけれども、であ
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り、認定ＮＰＯ法人マギーズ東京というがん患者さんの家族を支えるセンターの共同代

表をしております鈴木美穂と申します。２４歳というＡＹＡ世代のど真ん中で乳がんに

なり、そこから今１２年たちますけれども、ＡＹＡ世代の一通りの課題は経てきたかな

と。今、私自身も１０年たってようやくホルモン治療も終えて、結婚もし、妊娠等につ

いても考えるような、私自身、物すごく当事者として、この課題に向き合っている立場

です。また、もともと日本テレビで記者をやっていたということもあり、患者として、

メディアとして、できることをやっていけたらというふうに思います。どうぞよろしく

お願いします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  続きまして、樋口委員、お願いいたします。  

○樋口委員 公益財団法人がんの子どもを守る会ソーシャルワーカーの樋口と申します。

よろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  続いて、角田委員、よろしくお願いします。  

○角田委員 東京都医師会の角田です。よろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 続きまして、オブザーバーでご参加いただいています松井先生、よ

ろしくお願いいたします。  

○松井オブザーバー 東京都立小児総合医療センターの血液・腫瘍科の松井です。医師兼

サバイバーで参加させていただいています。お願いします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。  

  それでは、皆様ありがとうございました。こちらの事務局のメンバーも人事異動によ

り変更が生じてございますので、ご紹介をいたします  

  まず、医療政策担当部長ですが、中川部長が着任されました。一言ご挨拶をお願いい

たします。  

○中川医療政策担当部長 ４月に医療政策担当部長になりました、中川と申します。よろ

しくお願いいたします。皆様方、お忙しいところお集まりいただき、昨日の就労支援の

ワーキングに引き続き、連日ご参加いただいている先生方もいらっしゃいます。誠にあ

りがとうございます。また、東京の医療を日頃から支えていただきまして、心より感謝

申し上げます。  

  本日、限られた時間ですけれども、来年度、ＡＹＡ世代のがん患者の生殖医療温存に

対する支援、事業実施等を考えております。今日この会議につきましては、それに向け

たいろんな視点、ご意見を頂ければありがたいというふうに考えております。よろしく

お願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございました。  

  続きまして、ﾅｶﾑﾗ統括課長代理でございます。  

○ﾅｶﾑﾗ統括課長代理 この４月より、がん対策担当の課長代理となりましたﾅｶﾑﾗです。よ
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ろしくお願いいたします。  

○ｷﾖﾉ（事務局） 事務局のｷﾖﾉです。引き続きになります、どうぞよろしくお願いします。  

○田村歯科担当課長 都側の事務局メンバーは以上でございます。  

  本日の会議は、後日、資料及び議事録を公開させていただく予定でおりますので、よ

ろしくお願いいたします。また、本日の会議の資料でございますが、委員の皆様には事

前に郵送いたしまして確認をお願いしております。次第に記載のとおり、資料１から資

料２、また参考資料１から８までとなってございます。そのほか、事前に委員の皆様か

ら頂いたご意見を追加で送らせていただいております。そちらも併せてご用意いただけ

ればと思います。  

  それでは、これ以降の進行につきましては、松本座長にお願いいたします。よろしく

お願いいたします。  

○松本ワーキンググループ長  それでは、ただいま、この先、私が進行を務めさせていた

だきます。  

  これより議事に入りたいと思います。  

  まず、議事１は、ＡＹＡ世代等がん患者の生殖機能温存に対する支援についてです。  

  それでは、事務局のほうから、議事１につきまして、資料の説明をお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。それでは、説明させていただきたいと思い

ます。資料２及び参考資料の７をご覧ください。  

  資料２は、ＡＹＡ世代がん患者の生殖機能温存に関わる問題点と、その問題点に対す

る取組のスケジュール案を示したものです。  

  まず、上段の１、生殖機能温存に関わる課題と取組についてでございますが、これは

昨年１２月に開催した本ワーキングの資料から抜粋し、お示ししたものです。三つの課

題とそれに対応する取組としてご議論いただいたものを掲載してございます。  

  まず、一つ目の課題ですが、患者に対する十分な情報提供でございます。これに対す

る取組としては、患者に対する生殖機能温存に関する情報提供の在り方について検討し、

その検討結果を踏まえ、具体的な普及啓発ツールの活用方法について検討していくこと

を挙げております。  

  二つ目ですが、がん診療を行う医療機関と生殖機能温存を実施する医療機関との連携

でございます。こちらに対する取組としては、医療機関相互の連携方法や医療従事者間

の情報共有の仕組みについて検討していくことを挙げております。  

  三つ目としまして、患者の経済的負担を挙げております。取組としては、生殖機能の

温存に係る費用の助成について検討することを挙げております。  

  また、それぞれどの会議体を主体として取組を行っていくかということについては、

患者に対する情報提供の在り方の検討及び生殖機能温存に係る費用の助成についての検

討は本ワーキングで行い、その他の取組については、東京都小児ＡＹＡ世代がん診療連

携協議会に新たに設置する予定の、ＡＹＡ世代がん部会において行っていくことを考え
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てございます。  

  それでは、ただいまのＡＹＡ世代がん部会についてご説明いたしますので、参考資料

の７をご覧ください。  

  まず、左側の図、現況をご覧ください。  

  現在、小児がんの医療連携や小児がんに関わる具体的な取組などを検討するため、都

立小児総合医療センターを事務局として、東京都小児がん診療連携協議会を設置してご

ざいます。この会議体をＡＹＡ世代がん患者への対応のため、右側の図にありますよう

に、東京都小児・ＡＹＡ世代がん診療連携協議会を改組し、その部会としてＡＹＡ世代

がん部会を設置いたします。ここでは小児科医師、成人診療科医師が中心となって、先

ほど挙げた課題について議論いただく予定です。  

  続いて、スケジュールでございますが、資料２にお戻りください。  

  下の段のスケジュールのところでございます。本日第５回のワーキングでは、先ほど

挙げた取組のうち、生殖機能の温存に係る費用助成について、その概要をご検討いただ

き、その後、議論の結果を基に事務局で令和３年度予算要求を行ってまいります。秋以

降に第６回ワーキングを開催し、残りの課題である情報提供の在り方についてご議論を

いただきます。その後、費用助成事業の詳細を詰め、令和３年度から生殖機能温存に関

わる取組を一体的に開始したいと思っております。ワーキングの委員の皆様におかれま

しては、事業スキームの検討に当たり、必要の都度ご意見を賜りたいと思っております

ので、引き続きよろしくお願いいたします。  

  資料２についての説明は以上です。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございました。ただいまの事務局からご説明の

ありました資料２と参考資料７についてなんですが、何か委員の皆さんからご意見等ご

ざいましたらお願いしたいと思います。資料２の課題と取組の部分とスケジュールの部

分。それから参考資料７の改組の部分ですね。これにつきまして、何かご意見のある方

は、挙手がありますかね、これ。挙手というのが点々のところにありますので、押して

いただけるといいかと思います。いかがでしょうか。  

○鈴木美穂委員 ごめんなさい。初歩的なことなんですけれども。申し訳ないんですけれ

ども、質問にも近いんですが、いいですか。  

○松本ワーキンググループ長  すみません。鈴木美穂委員ですね。  

○鈴木美穂委員 すみません、鈴木美穂です。  

  令和３年度事業開始というのは、令和３年度に、例えば１個目の情報提供の在り方の

部分については、令和３年度の事業費を使って初めて情報提供し始めるというものなの

か、もう、そこから支援が開始されるというイメージなのか、ちょっとその日程の具体

的なスケジュールについて詳しくお伺いしたく、よろしくお願いします。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございました。それは事務局のほうからご回答

願えますでしょうか。  
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○田村歯科担当課長 ありがとうございます。情報提供に関しての検討については、今年

度始めまして、令和３年度には開始、実施できるようにというふうに考えてございます。  

○鈴木美穂委員 情報提供だけではなく、例えば、助成についてだったりとかが始まるの

は、いつというイメージなのでしょうか。  

○田村歯科担当課長 助成につきましても、令和３年度、次年度ですね、実施できるよう

にということで考えております。  

○鈴木美穂委員 ありがとうございます。ごめんなさい、ただの質問で、意見でもなくご

めんなさい。ありがとうございます。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございました。今年度、いずれにしても、この

事業の内容について、私たちの中で議論していただいて、こういうふうに情報提供した

らいいよとか、こういうふうに、この助成はちょっとないんじゃないかとか、そういう

ことを議論していただければと思います。ありがとうございます。  

  ほかに、この資料２、参考資料７について、ご意見はありますでしょうか。  

○清水委員 松本先生。国際の清水ですけれども。  

○松本ワーキンググループ長  どうぞ、清水先生お願いします。  

○清水委員 今の全体像、事業の全体像というか、ＡＹＡ世代がん対策の全体像について

お伺いしたいんですけれども、今日はがん生殖がテーマになるということで、そのこと

について話すんだろうなというふうには思ってはいたんですけれども、様々なもっと重

要な課題もある中で、その割合というか、どんな取組がどこで他になされているのか、

これだけが突出すると非常にバランスが悪い対策のように見えたものですから、その辺

りを教えていただきたいと思いました。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。生殖機能の最初に、まず、これは

事務局のほうからお話ししていただいたほうがいいですかね。事務局のほう、お願いし

ます。よろしいでしょうか。  

○田村歯科担当課長 すみません、少々お待ちください。ありがとうございます。がん対

策全体のところの計画というか、進め方というところのご質問でございます。  

  一つは、がんの一次予防、それから、がんの二次予防というところが１点ございます。  

  続いて、がんの医療提供体制というところで、医療体制の充実というところが方向と

してございます。  

  それから、緩和ケアの提供というところで、緩和ケアに関しまして、提供体制の充実

ですとか研修会、普及啓発等に取り組んでございます。  

  それから、続いて相談支援情報提供というところで、各種相談支援センターですとか

就労継続への支援といった、そういった取組もしてございます。  

  最後に、ライフステージに応じたがん対策というところで、本日ご検討いただいてい

る小児がんＡＹＡ世代のがん患者に対する対応というところ。それから、働きながら治

療を受けるがん患者、また高齢のがん患者への対応というところで、ライフステージ別
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というところでも取組をしている状況でございます。  

○清水委員 質問の仕方がよくなかったのかもしれないですけど。がん対策全体というよ

りも、ＡＹＡ世代のがん対策として、その中で、例えば緩和ケアに関しては、ＡＹＡに

特有な課題というのがいろんな調査の中で出てきているかと思うんですけれども、それ

はどこの部門が担当していて、あるいはＡＹＡの関わる部分に関して、ＡＹＡのやって

いるような私たちのワーキンググループみたいなのが関わりを持つことがあるのか、な

いのかということが教えていただきたいと思います。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。すみません。小児がん・ＡＹＡ世代のがん

患者の取組の中で、１点は医療提供体制の強化・構築というところが１点。それから相

談支援の充実というところが１点ですね。相談支援の充実の中で、本日ご検討いただく

生殖機能の温存に関する情報提供ですとか支援というところがございます。それから、

３点目に緩和ケアの提供体制の充実というところで、おっしゃったようなところも視点

として取り組んでまいりたいと考えております。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。恐らく今回のこのワーキングで何

をやるかというと、２点あって、１点は患者に対する情報提供の在り方の検討というの

が１点目で、２点目が生殖機能の温存に係る費用の助成についての検討、これをやるの

がこのワーキングの役割で、その他に関しては東京都小児ＡＹＡ世代がん診療連携協議

会の中にあるＡＹＡ世代がん部会というところで検討するという、そういう形なんです

よね。事務局よろしいですか。  

○田村歯科担当課長 はい、おっしゃるとおりでございます。  

○湯坐委員 都立小児の湯坐です。  

○松本ワーキンググループ長  湯坐先生、お願いいたします。  

○湯坐委員 多分、今の清水先生とかのご質問に回答するのに、僕、回答できないんです

けど、福祉保健局さん、このＡＹＡ世代がん部会とＡＹＡ世代ワーキング、たしか僕も

事前に説明されたときに何回かお聞きしたと思う。その立ち位置をちょっと明確にして

いただくと、多分もう少し、このワーキングが具体的に何を目標としているかというの

が分かると思うので、説明していただけると嬉しいんですが。  

○松本ワーキンググループ長  では、事務局、お願いいたします。  

○田村歯科担当課長 分かりました、ありがとうございます。  

  まず、本ワーキングのほうが、東京都がん対策推進協議会の下に実施されているもの

でございます。それから、ＡＹＡ世代がん部会という新しく改組してというところが、

東京都がん診療連携協議会の下に設置されるものでございます。すみません、多分、が

ん対策推進協議会とがん診療連携協議会というのが、二つ、分かりにくい部分があるか

なと思うんですけれども、がん対策推進協議会のほうが主に、この都のほうのがん対策

推進計画ですとか施策のところを検討していくところのものでございます。がん診療連

携推進協議会のほうが主に実際の病院の現場のサイドで、例えば病院の連携体制のこと
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であったりとか医療的な部分を議論していただくということで、そちら二つ、別の役割

を持ったものとなってございます。  

○松本ワーキンググループ長  清水先生、大丈夫でしょうか。  

○清水委員 あまり大丈夫じゃないんですけれど、何となく分かったような、分からない

ようなですけど、分かりました。割とうち、ここのワーキンググループは各論を扱うと

いう認識でよろしいんでしょうか。今までは総合的な施策に対して提言するための調査

というのを担わせていただいていたんですけれども、今後は各論の部分に関してのいろ

いろなワーキングというか議論をさせていただくという、そういう形でしょうかね。  

○田村歯科担当課長 各論と言いますか、小児とＡＹＡ世代のところの計画ですとか施策

の推進に沿った部分を検討していただいているものでございます。  

本日については、特に生殖機能温存の支援というところがテーマということでなって

ございますが、また違うテーマについても議論をお願いする形にはなるかと思います。  

○松本ワーキンググループ長  第５回が問題点を整理して、秋にやる第６回で情報提供の

在り方の検討というのをやるというふうに一応資料２には書いてありますね。こんな形

ですが、よろしいでしょうか。  

  それでは、資料２、参考資料７についてのご意見は以上ということで。  

続きまして、次に、事務局のほうから資料３についての説明をお願いしたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。それでは、資料３及び参考資料２から参考

資料６をご覧ください。  

  まず、資料のご説明をさせていただきます。資料３ですが、ＡＹＡ世代がん生殖機能

温存に係る助成事業の概要を事務局案としてお示ししたものでございます。  

  それから、参考資料２でございますが、昨年１２月に各都道府県に対して実施しまし

た生殖機能温存に係る治療費等の助成に関する調査の結果でございます。調査時点では

１２の府県で助成を実施しており、実施について検討中の都道府県は１３県でございま

した。  

  ２ページ目以降には、助成を実施している１２府県の事業の詳細について記載してご

ざいます。  

  続いて、参考資料３ですが、がん患者に対し生殖機能の温存療法を実施する都内の医

療機関に対し、治療費や他施設との連携について調査をした結果でございます。この調

査は日本産科婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚及び卵巣組織の凍結・保存

に関する登録施設１７医療機関に実施いたしました。  

  続いて、参考資料４ですが、日本産婦人科学会の医学的適応による未受精卵子、胚及

び卵巣組織の凍結・保存に関する見解及び精子の凍結・保存に関する見解でございます。  

  参考資料５でございますが、都内に所在する日本産婦人科学会の医学的適応による未

受精卵子、胚及び卵巣組織の凍結・保存に関する登録施設の一覧でございます。  
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  最後、参考資料６でございますが、少子社会対策部所管の東京都特定不妊治療費助成

事業に関するものでございます。  

  資料は以上です。  

ここでは、参考資料２から参考資料６を参考にしていただきながら、資料３の内容に

ついてご議論をいただければと思います。  

  それでは、助成事業の事務局案についてご説明をいたしますので、資料３のほうをも

う一度ご覧ください。  

  資料３には、それぞれの項目ごとに、他県の事業を参考としながら考え得る形態を示

し、そのうち事務局として最も適当と考えている項目を太字下線付きで示してございま

す。では、各項目についてご説明をいたします。  

  まず、事業主体でございますが、都が直接患者からの申請を受け付ける方法。各区市

町村が助成を実施し、東京都が区市町村を補助する方法。拠点病院等に事務局業務を委

託もしくは補助する方法が考えられます。ここでは、想定される患者数があまり多くな

いことを勘案し、事業の効率的な実施の観点から、都が直接患者からの申請を受け付け

る方法を事務局案としてございます。  

  次に、助成の方法については、患者に対し治療に要した費用を直接助成する方法と、

保険診療のように治療の費用を一旦医療機関に立て替えていただき、東京都から医療機

関に対し治療費を助成する方法が考えられます。この点については、医療機関の負担軽

減のため、患者に直接助成する方法を事務局案としてございます。  

  次に、対象についてでございます。都内にお住まいの患者さんへの助成及び都内にあ

る医療機関を受診した患者さんに対する助成の二通りが考えられますが、これは都内に

お住まいの方を対象にしたいと思ってございます。  

  次に、補助対象についてでございますが、男性については４０歳未満と４３歳未満と

している県の例がございましたが、通常は一生涯生殖機能を持っていると考えられるこ

とから、制限はなしとしたいと思っております。女性についても４０歳未満、４３歳未

満の二つの例がありましたが、こちらは先ほどご紹介しました特定不妊治療費助成事業

との整合を図る観点から、４３歳未満としたいと考えております。対象とする治療内容

については、できるだけ多くの治療方法について対象にしたいと思っております。した

がって、日本癌治療学会『小児，思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイ

ドライン』に言及のある精子凍結、胚凍結、未受精卵子凍結及び卵巣組織凍結を対象と

してございます。この定義の仕方については、医学的見地から先生方のご意見をお願い

いたします。  

  また、治療内容の関連で、助成に関しては、治療費の全額を対象というのは、初回の

保存料を含み、更新料は含まないとの解釈でよろしいでしょうかとのご質問を事前に頂

いておりますが、そのとおり更新料は含まないものと想定をしております。  

  次に、治療施設、どこで治療を受けた際に補助対象とするかでございますが、安全性
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を考慮し、日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚（受精卵）および

卵巣組織の凍結・保存に関する見解」に準じて、温存治療を行う医療機関としたいと思

います。なお、これに当てはまる医療機関である場合には、他県の医療機関で治療を受

けた際にも補助対象としたいと考えてございます。  

  次に、助成の上限額についてでございます。  

  まず、対象経費の考え方として、治療費の全額を助成する県と、保険適用外費用のみ

を助成する県がございましたが、温存の機会を確保する目的で事業を実施する観点から、

治療費の全額を対象としたいと思います。  

  また、上限額については、各県で幅があるようでございますが、医療機関調査の結果

を踏まえまして、最も高額であった回答に合わせて、男性で４５万円、女性で１００万

円としてございます。なお、パートナーがいる患者さんで胚凍結をする患者さんについ

ては、特定不妊治療費助成事業の補助対象となり得ます。この場合は、そちらの補助を

優先していただくこととしてございます。なお、ただいまの不妊治療費助成事業との関

係で、胚凍結については双方の事業で助成金額が異なってしまうとのご指摘を頂いてご

ざいますので、その点については今後整理してまいりたいと考えてございます。  

  続いて、助成率、助成回数の上限については、それぞれ１０分の１０、１回としたい

と思っております。  

  それから、最後に所得制限についてです。こちらも所得制限を設けている県と設けて

いない件がございましたが、若い世代の患者さんが温存治療を受ける機会を確保する観

点から、所得制限は設けないことを考えてございます。  

  それから、ご質問で、その他、がん治療医が作成するがんの診断に対する証明はどの

ような内容を想定しているのでしょうかとのご質問を頂いておりますが、おおむね他県

と同様の内容で、疾患名、妊孕性を低下させるおそれのある治療、妊孕性温存治療実施

説明などを記載していただくことを考えてございます。  

  なお、これまでご説明した事務局案については、今後、予算要求の過程において、財

政当局との交渉の結果、変更する可能性がございますので、その点あらかじめご了承い

ただければと思います。  

  次に、委員の皆様から事前に頂いたご意見をご紹介いたします。追加でメールにて送

付させていただきました主なご意見まとめの用紙をご覧ください。  

  こちらについて、上から読み上げさせていただきます。  

  まず、助成スキームについてでございますが、質の担保について、これだけの高額助

成となると、ビジネスとして受け取られる温存治療施設も出てきてしまう可能性も否め

ない。医療連携の整備及び温存までの心理支援などのプロセスの統一化と質の担保がで

きるシステム作りを整理した上で助成を実施するか、もしくは既にできる施設に限定を

した施設であることが重要。  

  続いて、申請書類につきましては、滋賀県で実施されているように、がん治療施設の
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証明書と温存施設、本人からの申請書の３書をもっての申請が良い。  

  次に、がん治療施設の要件でございますが、現段階では、がん拠点病院に限定するこ

とで、ある一定の担保ができるのではないか。  

  続いて、助成上限額について、何点かございます。まず、助成金額が十分過ぎること

で、損得で本助成を活用される患者さんが増えてしまうことも想定される。生殖機能温

存は大切だが、子を産み育てることへの理解や認識が十分であることが必要であり、助

成があるならやらせたいというものではない。  

  また、特に、予後不良の患者や小児の場合は、患者のみならず家族に対する心理的・

長期的視点を持った支援が必要。本助成の在り方には抵抗感を感じる。他都道府県と同

様の程度の一部助成が良い。  

  次に、他県の助成金額は十分ではないと考えていますが、女性の１００万円の根拠は

再考が必要。アンケート調査では、妊孕性温存を行った患者さんが、将来妊娠をするま

でに必要となる医療に係る主な費用を回答はしているが、実際に助成を申請する段階で

は、卵子凍結の場合は採卵・凍結と採卵の準備や採卵後の卵巣腫大の確認に要する費用

のみ。  

  次に、胚凍結の場合は、卵子凍結に要する費用に加え、受精に関わる費用は追加で必

要になるが、凍結できる個数が減るため、凍結費用は一般的には減少することが予想さ

れる。卵巣組織凍結の場合も、自家移植の費用は申請時には発生しないので、６０万円

＋アルファか。  

  最後に事業名称でございますが、ＡＹＡ世代という言い方は診断されたばかりの方に

はなじみがない言葉なので、「小児・若年性がん」というほうが良い。  

  あと、最後にその他の項目とさせていただきましたが、生殖機能温存だけではなく、

在宅療養費支援の新たな事業を検討してほしいといったご意見もございました。  

  主な意見については、以上でございます。  

  説明は以上です。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございました。今回のこのワーキングで一番大

事な資料なんですけれども。資料３と参考資料２から参考資料６までについてご説明い

ただきましたが、特に資料３に関して、少しずつ意見をお願いしたいと思いますが、ど

こからいきましょうね。まず、全体を通して、細かいことではなくて全体を通して、何

かご質問とかご意見はありますか。手を挙げるボタンで手を挙げていただくとありがた

いんですけど。手を挙げるボタンは分かりますか。横の点々とあるところを押していた

だくと挙手というのが出てくるので、それをこうやって押していただくと手挙げボタン

がぱっと出ますので。ご意見のある方、手を挙げていただけますか。特に、全体を通し

てなければ、少しずつご意見を項目ごとにいきたいと思います。  

  まず、上からいきましょうか。事業主体は都であるという、これはいいと思いますが、

助成方法ですね。まず、患者さんに対して直接費用を助成するのか、あるいは医療機関
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に対して助成を行うのか。これに対しては、何かご意見はございますか。よろしいです

か。  

  手挙げボタンがないようですので。手挙げボタンがない。手挙げボタンは赤い丸のバ

ッテンありますよね。赤いバッテンの隣に点々というボタンがありますよね。チャット

の隣、右隣になるかと思いますが。それを押していただいて、他のオプションというの

を押していただくと挙手というボタンがあるんですね。分かりますか。  

○湯坐委員 松本先生、湯坐です。何かそこになくて、参加者を表示すると自分の横に手

のマークが出てくる。多分、今ちょっと押してみます。これで挙手しましたことになっ

ています。  

○松本ワーキンググループ長  まだ出ていないですね。  

○湯坐委員 あれ。今切ったんですけど。  

○松本ワーキンググループ長  いや、出ないですね。あれ、おかしいな。  

○山内委員 多分、コンピュータとかｉＰａｄとかｉＰｈｏｎｅとかで画面が違うので。  

○松本ワーキンググループ長  湯坐先生、これはあれですか。  

○湯坐委員 Ｗｉｎｄｏｗｓです、パソコン。  

○松本ワーキンググループ長  Ｗｉｎｄｏｗｓで。ウェブからやっていますか、それとも

ソフトをダウンロードして。  

○湯坐委員 ソフトからです。  

○松本ワーキンググループ長  ソフトからですね。多分、ちょっとソフトがうまく、ＪＣ

ＣＧのになってしまうのでウェブからやっているんですが、ウェブだとちょうど今言っ

たみたいに赤いバッテンの。  

○ｷﾖﾉ（事務局）  事務局ですけれども、恐らく我々が主催者で、主催者しかこの挙手の

機能を見ることってもしかしたらできないのかもしれないです。通知が行くというのは。  

○松本ワーキンググループ長  そうなんですね。  

○ｷﾖﾉ（事務局）  なので、挙手をしていただいたり、声を上げていただくと。声を上げ

るというのは変ですね。そうやって、出していただければと思います。すみません。  

○松本ワーキンググループ長  じゃあ、そのような。すみません、ちょっと私の不手際で。

じゃあ、そのような形でお願いできればと思います。  

  山内委員、お願いします。  

○山内委員 聖路加病院の山内ですけれども。この患者に対し直接費用を助成というやり

方が、患者さんが医療機関にかかった領収書というか、それを持っていって、その分を

返してもらうみたいなことを考えているんでしょうか。というのは、すごくやっぱり上

限がかなりあれだし、患者さんも何かお金を余分にもらえると思って、あえてやるよう

なことが起こっちゃいけないなと思ったので。どういう形での費用を還元、費用を返す

というか、それを考えてらっしゃるのでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  じゃあ、事務局のほう、お願いいたします。  
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○田村歯科担当課長 ありがとうございます。患者さんご自身の支払われた領収書のほう

をご提出いただくのと、あと生殖機能温存のほうの医療機関からも、これぐらいかかり

ましたというようなものを出していただく予定です。  

○松本ワーキンググループ長  すみません。座長から聞いてあれなんですが、となると、

そこにそごがあったときはどうするんですか。  

○田村歯科担当課長 その際はお問合せをさせていただきます。  

○松本ワーキンググループ長  なるほど。山内委員、よろしいでしょうか。  

○山内委員 ちょっと煩雑になるというか、具体的にどこまでの費用をどう取るのか、中

村さんのほうが詳しいと思うんですけど。実際にかかる、例えば不妊カウンセラーの人

がカウンセリングした費用とか、患者さんはやっていても、そこまでかかるのかとか、

この辺の、上限１００万までといったらかなりのお金なので、どこまで含めるかとか、

何かその辺のところが細かく決めていかないと、ちょっとあれなんじゃないか。中村さ

んが実際に費用とかそういうのは分かるかもしれないと思うんですけど、どうでしょう

か。  

○松本ワーキンググループ長  じゃあ、中村委員、少し教えていただけますでしょうか。  

○中村委員 聖路加の中村でよかったですかね。  

○松本ワーキンググループ長  はい、中村委員、お願いします。  

○中村委員 費用はこれ、卵巣組織凍結だと大きなお金が動くので、それを踏まえてなの

かなというイメージが強かったんですけれども。１００万ってやっぱり、後で意見しよ

うと思ったんですけど大きいなと思ったので。  

○松本ワーキンググループ長  なるほど。普通の場合ですと幾らぐらいかかるものなんで

すか。すみません、こんなことを知らなくて。  

○中村委員 いえいえ。１回に４０万ぐらいのところで落ち着くことが多いので。  

○松本ワーキンググループ長  それは、そのカウンセリングの費用とか、そういうのも含

めてということですか。  

○中村委員 カウンセリングは全然別で、自費でやっているんですけど、２，０００円と

か３，０００円ぐらいの範疇です。  

○松本ワーキンググループ長  事務局に聞きたいんですけども、実際に最初の費用だけを

助成するという印象でいいのか、それにまつわるいろんな周りのものも費用として請求

していただくのか、その辺りはいかがですか。  

○田村歯科担当課長 治療費にかかる費用の助成ということで考えてございます。また、

別途そういったカウンセリングとか、そういうことに関する費用についても必要という

ことであれば、それは別途検討をしたいと思います。  

○松本ワーキンググループ長  恐らく、具体的にこういう項目は助成するけど、これは駄

目だよというようなことが分かるといいのかななんて思ったりはしますけどね。  

○清水委員 すみません、清水ですけれども。  
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○松本ワーキンググループ長  清水先生、お願いします。  

○清水委員 一緒くたに、ＡＹＡ世代のがん患者さんにというふうに使われているんです

が、実際にはやはり、どんな治療を受けるのかですとか、それぞれの年齢がどうなのか

ですとか、どんな治療によってどれくらいの生殖機能障害が起きるのかというのは大分

変わってくるので、何も評価せずにぼんと出しますと、やっぱり何か非常にバランスが

悪いというか、自然妊娠も可能なような人たちも、これにアプライしちゃおうみたいな

感じになっちゃうんじゃないか、ちょっとその辺り、すごく懸念するところなんですが。  

○松本ワーキンググループ長  なるほど。ありがとうございます。そうですね。  

○田村歯科担当課長 すみません、事務局からなんですけども、自然妊娠とかの可能性が

ある方にもというところにつきましては、一応がんの治療を担当された先生のほうがそ

の辺りの可能性のところは判断していただいて、自然妊娠が難しいという方に対して使

っていただければというふうに考えております。  

○松本ワーキンググループ長  なるほど。鈴木委員、どうぞ。  

○鈴木美穂委員 すみません、今、清水先生が言っていたことにも近いんですけれども、

やっぱりもう少しルール化をきちんとしないと、ちょっと本当に、あるから取りあえず

やろうみたいな人がすごく増えちゃうなというのを思います。本当に必要な人に届くよ

うな制度設計をしなければいけないというふうに思うのが一つです。  

  あと、これは難しい。先ほど、医療機関に対しての助成というのだと、医療機関に負

担が多くなってしまうというふうにおっしゃっていたので、難しいのかなとは思っては

いるのですが、ただ、患者として、いろいろな助成だったりだとか申請だったりとか、

結局お金たくさん使って、それをどこにどう申請していいのかが、物すごく大変なとき

に、考えるのも難しかったというのがあって。私は結局いろんなものが、助成とかをも

らえないまま、何かよく分からないまま社会復帰して、結構、かなり、多分、自分では

損をしたと思っているんですけど。でも、渦中にいるときに、お金のことをなかなか考

えられなかったりもして。パンフレットをもらっても、それを読み解いて申請するみた

いなことは、なかなかやっぱり精神的にもショックな中でできなかったというのがある

ので。もし可能なのであれば、医療機関で、キャッシュレスじゃないですけど、ここま

では負担しますよというのがあった上で患者が受けられるようになると、そっちのほう

が患者としてはありがたいだろうなというのが思いました。ただ、医療機関に対してど

れだけの負担がかかってしまうのかということが、ちょっと私には分からないので、ど

れぐらい増えるかということとの、どちらが、リスクとベネフィットを比べてだと思う

んですけれども、患者の立場になると、想像以上にこの助成金の申請とかってすごく重

くのしかかるというか難しいということをご理解いただけるといいなというのを一患者

経験者としては思いました。  

○松本ワーキンググループ長  鈴木委員、ありがとうございました。恐らく、まず助成は

誰がもらうのかということなんですけども、医者というか、医療機関が行うとなると、
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かなり難しいところもあるのかなという気もちょっとしました。具体的には、例えば患

者さんが申請して自分が対象にならないとなったらそれで終わりなんですけども、医療

機関が申請してそれが戻ってこないとなると、じゃあそれを患者さんにもう一回請求で

きるのかどうかとか、その辺りの負担というのが結構大変なのかもしれないなと思った

りしました。特に。そうなんですね。だから、例えば、採取する施設は、恐らくがんの

治療をしている施設に連絡を取るのがちょっと難しかったりとかするんじゃないかなと

いう気持ちがあって、恐らく患者さんに対して助成のことをお願いする、患者さんが直

接するという方式を取っているのではないかと思うんですけれども。  

○山内委員 聖路加の山内ですけれども。  

今、やっぱり、がんの治療をしている施設に対して許可を取らずにやるということは

あり得ないので、ここの最初のところの助成のスキームのご意見のところに、ビジネス

として受け取られる温存治療施設も出てきてしまう可能性も否めないと書いてあるんで

すけど。例えばさっきの、自然妊娠ができるのに、事務局の方は、自然妊娠ができると

医者が思っているんだったらそれでまずやってもらってと言ったんですけど、その許可

とか、例えば、がんの場合でも、がんのステージが進んでいて、この人がやっぱり、な

かなかちょっと妊娠して生まれてくる可能性がある子供の、児の福祉を考えたらどうな

のかというときでも、患者さんに直接費用を助成するんだとしたら、患者さんが直接そ

ういう温存治療の、不妊治療の施設に行ってやってしまって、費用が賄ってもらえるか

らといって、そういうふうにしてしまう、温存治療をしてしまうことが起こってくると

思うんですね。だからそこは、やっぱりきちんとその辺のこととか流れをちゃんと担保

しないと、先ほど事務局のほうも疾患名とかを書いてもらうと言っていたんですが、疾

患名じゃなくて、やっぱりその人のステージとか、それは非常に重要なので。もう少し

何か、ちょっと非常に大ざっぱな案なので、もう少し細かに作らないと非常に危険だな

とは思いました。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。  

  湯坐先生、お願いいたします。  

○湯坐委員 事務局さんに質問なんですが、今回、もう１２府県で実施されていて、実際

にそこのアンケートを取っているんですけれど、そのときに、最初の話からいくと、こ

の費用のどこからどこまでを賄うかとか、あとは、どこに対して支払うのか、あと、実

際に妊孕性温存をやる医療機関の指定とか、その辺については大体のところが決まって

いるのかなと思うんですが、いかがでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  事務局のほう、お願いします。  

○田村歯科担当課長 すみません、ちょっとお待ちください。  

○松本ワーキンググループ長  はい、どなたでしょうか。  

○渡邊委員 すみません、渡邊ですけれども。例えば、ちょっと埼玉県のことを言うと、

埼玉県については、ＪＳＦＰがやっている登録データベースに登録するということを前
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提として、助成施設については規定をしています。ですので。  

○松本ワーキンググループ長  埼玉県はそうですね。ありがとうございます。  

  事務局からまだ返事がないんですけど、恐らく皆さんのご意見のところに、滋賀県で

実施されているように、がん治療施設の証明書、温存施設の２回の申請書、この３点が

そろって初めて申請できるという、そういうスキームが僕はやはり一番正しいやり方な

のかなと思ったりはします。事務局、いかがですか。  

  湯坐先生、お願いします。  

○湯坐委員 そのお金のことのときに、さっき事務局さんは、必要なお金は全部とおっし

ゃったんですけど。ただ、例えばこの各妊孕性温存機関に問い合わせているやつでも受

精胚移植妊娠確認とか、この辺のところというのは、実際に採取をするときとは全くタ

イミングが違う、それこそ数年先の話とかになってくるので。これを併せて全部申請と

いうのは無理なので。ある程度やっぱり採取のところまでに限定されるのかなと思って

いるのですが、事務局さん、いかがでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  ちょっと追加で質問になっていますが。  

○田村歯科担当課長 ただいまの質問については、採取というところでございます。  

○松本ワーキンググループ長  その前の湯坐先生からのご質問はいかがですか。  

○田村歯科担当課長 すみません、ちょっと大変申し訳ないです。湯坐先生、ごめんなさ

い、質問をもう一回お尋ねしてよろしいでしょうか。申し訳ないです。  

○湯坐委員 費用がどこまでカバー、ほかの都道府県が、制度がしているか。あとは、妊

孕性温存の施設の認定をどうしているのか。あとは、お金を実際にどこに対して補助し

ているのか、患者さん本人なのか、医療機関なのかとかは、ある程度ほかのところでや

っていることがあるので分かっているんじゃないかなと思いました。それに多分ある程

度即した形でやるというのが常識的なのかなと思ったのですが、いかがでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  事務局のほう、いかがでしょうか。  

○田村歯科担当課長 すみません、再度で申し訳ございませんでした。今、湯坐先生のお

っしゃった項目については、そこは各道府県に聞いております。一応、そういった内容

を参考にしまして事務局案は作ったところでございます。  

○石川委員 医科歯科大学の石川ですが、よろしいでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  はい。石川先生、どうぞ。  

○石川委員 まず、このがん治療の方に対する助成ができる前に、特定不妊治療費という

のが既に存在をしていまして、今回もそちらが対象とならない方はここに入るというこ

とで、実際それはどういう方かというと、収入制限ではねられてしまう方がここに入っ

てくるということになると思うんですね。ですので、少なくとも受精卵の凍結に関して

は、両方の助成事業で助成の内容が大きく異なってしまうというのはあまりよろしくな

いのではないかなというふうに思っています。  

  あと、もう一点。どういった方に助成をするかということに関しても、やはり、もち
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ろん患者さん自身が妊孕性温存を希望しているというのは大前提で、その上でがんの治

療医が、やはり後の治療によって妊孕性が低下する可能性があると判断し、なおかつ生

殖医療の担当医も妊孕性温存の必要がやはりあるというふうに、三者がきちんと意思を

表明して初めて受給対象になるのではないかなというふうに考えています。金額に関し

ましても、他府県はかなり金額が少なくて、患者さんの負担が大きいというところで、

たくさん助成があるのはいいところでもあるんですけれども、やはり、実際に今、特定

不妊治療ですと、女性の場合は初回で３０万円ないし３５万円というところが妥当な金

額になってきているので、おおよそその辺りが一つの目安になる。ただし、治療の内容、

特に卵巣組織凍結は、今までの胚凍結や卵子凍結とは大分違う内容になってきますので、

内容に応じてちょっと金額を変えるというのも、現実的にあり得る考え方なのではない

かというふうに思いますけれども。  

○松本ワーキンググループ長  石川委員、ありがとうございました。すみません、一つ、

私、小児科なのでよく分からないのですが、石川委員にお伺いするんですが、特定不妊

治療というのは、これは都道府県によって異なるものなんですか。  

○石川委員 東京都の場合は、２３区それぞれと八王子市が独立しているのと、それ以外

の部分は多分、東京都は対応しているんだと思うんですけれども、地域に応じて少し助

成金額が違うところもたしかあると思うんです。ですので、３０万円ないし３５万円と

いうのは初回になっていて、２回目以降は１５万円とかですね。あと、治療内容によっ

ても少し金額が変わってくると思いますので、この辺りが大体の実際の患者さんの負担

額、ちょっと実際には支払いはもっと多いと思うんですけども、目安はその辺りになっ

てくるのではないかなというふうに思われます。  

○松本ワーキンググループ長  そうすると、その特定不妊治療というのは、何回も申請で

きるという仕組みになっているわけなんですね。  

○石川委員 年齢に関して制限がございまして、４３歳未満の方に関しては都合６回まで

ということになっていますが、昨今のＣＯＶＩＤのことがあって、暫定的ですけど１年

それの年次が延長されて、４４歳というのが今あったりしますけれども、４０歳を超え

ている方は３回まで、４３歳を超えている方は助成対象外ということなので、今回それ

を基に恐らく、女性の年齢は４３歳未満というふうに示されているのではないかと思い

ます。  

  さらに、男性の制限がないということに関しても、確かに生涯妊孕性があるという考

え方もあるんですけども、やっぱりこの最後の考えとしては、子供を持つという考え方

になるので、例えば５５歳とか６５歳の方にそれまでやるんでしょうかというのも考え

ると、男性側にも年齢をちょっと考えることも必要なのではないかなというふうに思い

ます。  

○松本ワーキンググループ長  助成方法から、もう対象のほうに話が移ってはいるんです

が、事務局のほうは何かご意見はございますでしょうか。  
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○清水委員 松本先生、清水ですが、ちょっと８時に次の予定があって、退席しなければ

いけないのですが、ちょっと１点だけ。  

年齢のことなんですけれども、ちょっと石川委員にもお伺いしたいんですけれども、

例えば卵巣組織凍結というのは、年齢によってかなり成功率がｾｲｾｯﾁ・・・が悪いとい

うようなこともうかがっているんですが、助成対象というのは、やっぱりどんなケース

を使うかというので、年齢は変えていったほうがいいのか、その辺りのお考えをお聞か

せいただければと思うのですが。  

○松本ワーキンググループ長  石川委員、いかがでしょうか。  

○石川委員 これは非常に難しくて、もちろんその患者さんの年齢にもよりますけれども、

その方は卵巣の機能ということにもよると思いますし、何よりこの妊孕性温存に割ける

時間というのが、いろいろ疾患や患者背景ごとによって違うので、時間がなければ卵巣

組織凍結一択になってしまって、たとえその方が３８歳であっても、強い妊孕性温存の

希望があって卵巣組織凍結をしたいという希望があるならば、それは検討に値するので

はないかなというふうに思いますし、幾つかのオプションが取れる余裕がある方ですか

ね、乳がんの患者さんの場合は時間があったりすることが多いので、そういう方に関し

ては、それぞれのメリットデメリットを考えていただける余地はあるのかなと思うんで

すけれども。  

  ですので、例えば、何歳だから卵巣組織凍結は対象外ですよというのは、確かに先生

がおっしゃるとおり、年齢が高い方はかなり効果が期待できないと言われていますけれ

ども、やはりこれをやらないとゼロになる可能性もあるというところなので、ちょっと

その辺で線を引くのは難しいのかなという気もいたします。  

○清水委員 何か無制限にやるというのも何となく、やっぱりある程度の成功確率が、場

合によっては微妙な感じがあるなと思っていました。ありがとうございました。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。ほかにご質問のある方はいらっし

ゃいますでしょうか。  

  はい、お願いいたします。  

○渡邊委員 渡邊ですけれども。特定不妊治療費助成のほうに、男性不妊治療というのも

あって、ﾁｼに関しては精巣内生検ですね、ﾁｼに関してパートナーがいる場合にはこちら

の助成の対象ともなるかと思うのですが、あくまでも女性の受精卵のみがこの特定不妊

のほうの今回は対象となるというふうな理解でよろしいのでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  これは事務局にお願いしたいと思うのですが。  

 すみません、鈴木委員から、ちょっとチャットでお話がありますけれども、一応８時ま

での予定です。ごめんなさい。８時までの予定なんですが、ちょっと議論が少し延長し

ております。申し訳ございません。できるかぎり８時１５分ぐらいには終わりたいと思

います。すみません。  

 どうでしょうか。事務局のほう。はい、お願いします。  
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○田村歯科担当課長 特定不妊治療費の助成につきましては、パートナーがいる方のみが

対象となってございます。  

○渡邊委員 違います。男性の場合です。男性。男性不妊治療。時間もないのでご確認い

ただければと思います。 

○松本ワーキンググループ長  それでは、ちょっと事務局。  

○樋口委員 すみません。松本先生、いいでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  はい、どうぞ。 

○樋口委員 がんの子どもを守る会、樋口です。何か、そもそも論で確認をしたくなっち

ゃったので、ごめんなさいなのですが。  

○松本ワーキンググループ長  どうぞお願いします。  

○樋口委員 このワーキング、ＡＹＡ世代のワーキングで、今回考えているのは、生殖機

能温存もＡＹＡ世代がん患者等と書いてある中で、先ほどの年齢制限は上限がないとい

うのが、ＡＹＡ世代って一体何歳なんだろうというのが、もう６０歳でもＡＹＡ世代と

いう範疇の議論をし始めた感もあって、若干混乱しているのが一つと。  

あと、助成方法のところで、さっき鈴木美穂委員がおっしゃっていたのが、そのとお

りのところが一つあって、私は事前にかなり意見を出させていただいていて、費用の全

額費用というのは少し否定的な立場ではいるんですが、この額によっては、今の償還払

い、一度全額ご家族やご本人が負担されてから後で戻ってくるという償還払いの方法だ

と、そのお金を出すことさえ難しい方もいらっしゃる中で、特に低所得の方たちという

のを救い上げられる救済措置みたいなものというのはご検討されているのかどうかとい

うのは、お伺いしたいです。  

○松本ワーキンググループ長  年齢に関しては、すみません、確かにこれはＡＹＡ世代の

ワーキングなんですけど、ＡＹＡ世代の生殖温存を考える上で、年齢をどこまで延ばす

かという話になるので、基本はやはりＡＹＡ世代にある程度限定したワーキング、話と

して考えていただいていいのかなと思います。  

  助成の上限額等に関しては、これは事務局、お願いできますでしょうか。  

○田村歯科担当課長 すみません、上限額とか償還払いの話かと思いますけれども、そこ

についてはちょっとご意見を参考に検討させていただきたいと思っております。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。今日のワーキング、本当にブレイ

ンストーミングというか、事務局がこんなことを考えていますよということに対して、

私たちが、ええ、それはちょっとどうなのとか、ここはこうしたほうがいいんじゃない

かなというような意見をざっくばらんに話していただくというのが会の趣旨でございま

すので、今日はこれで、じゃあ、これをこう決めましょうという話ではありませんので、

皆さん、思っていることを、ぜひ忌憚なく述べていただければと思います。  

  湯坐先生、お願いいたします。  

○湯坐委員 さっき鈴木委員がおっしゃったことはすごく、確かに医療者ってあんまり考
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えていなかったなという、いろいろやらなければいけない中で、あれもこれもって、ど

んどん、お金がもらえるのはいいのかもしれないけど、増えていくというのは確かに負

担で、確かにがん治療病院と妊孕性温存施設の間のやり取りで、そこの間でそのお金の

補助も妊孕性温存施設に対して直接できるのであれば、確かに患者さんの一手間は減る

のかなと思ったんですね。そうすることで、この人は妊孕性温存の補助対象の患者さん

であるということを、がん医療機関が妊孕性温存施設に対して紹介状なり何か書式でや

る。で、妊孕性温存施設は実費がかかった部分を東京都に申請するみたいな形にすると、

すごく手間も減るのかなと思うし、さっきやった、金額が違って調査しなきゃいけない

とかという、多分ないとは思うんですけど、そういう手間も減るのかなと思ったんです

ね。 

  それで、多分これの一つの難点は、東京都がその妊孕性温存施設を指定しなきゃいけ

ない、限定しなきゃいけないというところが多分、自治体としては難しいのかなと思っ

ているんですけど、でも、検討に値する方法じゃないかなとは思いました。  

  以上です。コメントです。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。湯坐委員、ありがとうございます。

恐らくそういうシステムは大事だと思うんですけども、他県にかかってしまったときに

どうしたらいいかということも少し考えないといけないなと思いました。ありがとうご

ざいます。  

  ほかに、何かご意見がある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。ちょ

っと時間がオーバーしておりますので。  

○鈴木美穂委員 オーバーしているのにごめんなさい。ちょっと、受療施設についてなん

ですけれども、これ、この日本産婦人科学会の、何かこれに準じて温存治療を行う医療

機関というのは、今、東京にどれぐらいあるのかなというのを知りたいのと、あと、や

っぱりきちんと連携できる病院を、先ほどちょっと指定みたいな話がありましたけれど

も、きちんと指定して、どこに行けばいいのかというのを患者側としては分かるように

してもらいたいなというのがあるんですけれども、それは今何機関ぐらい、医療機関は

何機関ぐらいを考えていらっしゃるんでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  事務局、お願いしていいですか。  

○田村歯科担当課長 事務局でございます。資料の参考資料５のほうに掲載されてござい

ますが、１８医療機関ございます。  

○鈴木美穂委員 ありがとうございます。ごめんなさい。  

○石川委員 すみません、医科歯科大学、石川ですけど、よろしいでしょうか。  

○松本ワーキンググループ長  はい、どうぞ。石川先生、お願いいたします。  

○石川委員 今、参考資料５は、医学的適用によるというふうに書いてありますが、もし

一般的な受精卵凍結の場合に関しては、必ずしもここに書いてある施設以外の不妊治療

施設で行われていることも多いかと思います。ですので、その辺りも含めてどのように
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対応を決めるかということで、なかなかちょっと特定不妊治療費の助成事業ということ

と、今回の妊孕性温存の事業費というところがかぶるところもありますので、そこをど

のようにすみ分けというか区別するかということもよく考えないと、あとは事業主体が

恐らく違ってくると思いますので、東京都と各区ということになってくると、その辺り

のやり取りとか、そういったことも難しいかなとは思います。  

○松本ワーキンググループ長  ご意見をありがとうございます。  

  ほかに何かございますでしょうか。  

○中村委員 聖路加、中村です。石川先生が詳しいかと思うんですけれども、男性のさっ

きの制限のところは、やはり６０歳とか、福祉のことも考えるとちょっと現実的ではな

いと思うんですね。あと、不妊治療でもよく意見がある、男性の方は何か影響はないん

ですか、年齢が高くなるとという、よくある質問があるじゃないですか。これも、がん

の方にも同じことが言えると思うので、制限を設けたほうがいいんじゃないかなと思い

ましたというところです。すみません。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。  

  なかなか議論が白熱しているというか、どのようにまとめたらいいかというのがちょ

っと難しくて、申し訳ございません。もし、ちょっと時間が過ぎておりますので、もう

一度、今日の議論を聞いていただいて、何かこういうこともやっぱり考えなくちゃいけ

ないなとかありましたら、事務局に意見を挙げていただくということでよろしいでしょ

うか。 

○田村歯科担当課長 はい。もし、追加のご意見ですとかは、言っていただければと思い

ます。 

○松本ワーキンググループ長  はい。じゃあ、そういう形にして、この場は収めたいと思

います。  

 次の、あと議事（２）がありますので、そちらに移りたいと思いますが、今どうしても

お話ししたいとかいう人、ありますでしょうか。よろしいですか。  

  それじゃあ、もし何かご意見がありましたら、事務局までお寄せいただければと思い

ます。 

  続きまして、議事（２）にその他ということで、事務局より資料の説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。  

○田村歯科担当課長 ありがとうございます。それでは、参考資料８をご覧ください。聖

路加病院、都立多摩総合医療センター／小児総合医療センターに委託して実施しており

ます、ＡＹＡ世代がん患者支援体制構築事業について、初年度の実績を記載したもので

ございます。昨年度の取組や課題、今年度の予定について、山内先生、湯坐先生から簡

単にご報告いただきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。  

○松本ワーキンググループ長  それでは、山内先生、よろしくお願いできますでしょうか。  

○山内委員 聖路加病院の山内ですけれども、お時間もないので簡単にですけれども、参
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考資料８の上の部分を見ていただいて分かるように、もともと当院はＡＹＡ世代の乳が

んの患者さんは非常に多かったので、ただ、ＡＹＡサバイバーシップセンターというも

のを、病院で第一四半期のときに立ち上げました。それで、関わる人たちみんなが割と

そういった意味で意識が高まって、橋本さんを中心に院内の中でのほかの診療科のＡＹ

Ａ世代の人たち、泌尿器科とか、あと血液内科とか、いろいろなところのＡＹＡ世代の

人たちも割と拾い上げられてくるようになったということと、あとカンファレンスなど

を行いながら、カンファレンスでは本当に、今の不妊のことから遺伝のことから、もう

いろんな人たちが集まって、それで症例ベースのカンファレンスを今、週１回、今はオ

ンラインですけれども、行っております。  

あと、昨年の１月にＡＹＡサバイバーシップセンターのキックオフという形でやって、

患者さんとかもたくさん集まってくださいまして、東京都の方にも来ていただきまして、

そういった形で行ったのと、それが終わってから、患者さんとのピアカンファレンスみ

たいなものもその場でＡＹＡカフェという形で行いまして、そのような形で、非常にや

はり、ＡＹＡサバイバーシップセンターという名前、名称で立ち上げたことによって、

職員のモチベーションも上がったし、あと職員の拾い上げもできたし、あと外部的にも、

そういった意味で皆さんがそれを見つけてきてくれるというような状況にはなってきて

いると思います。  

  今、こういう状況ですので、なかなか患者さんが集まってのピアサロン、患者サロン

とか、今うちの病院はボランティアももう来ることも今中止しておりますので、ちょっ

と難しいんですけど、若い人たち、若年乳がんの、鈴木さんとかもそうでしょうけど、

若い人たちは簡単にオンラインでつながって、若年性乳がんの患者さんの会はｚｏｏｍ

とかでもうやったりもしているので、その辺のことからちょっとそういったオンライン

での集まりみたいのができないかということも今、検討しております。  

  橋本さん、何か付け加えることがあったらどうぞ。  

○松本ワーキンググループ長  橋本委員、お願いします。大丈夫ですか。  

○橋本委員 はい。 

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。  

それでは、続きまして、湯坐委員、お願いします。  

○湯坐委員 よろしくお願いします。先ほどの参考資料８の下を見ていただくと、多摩地

区と書いてあるのですが、多摩総合という成人医療センターと小児医療センター、同じ

建物の中にある２病院なんですが、そこでの実績です。左側の数字が多摩総成人のほう

で、右のほうが小児の数字となっていまして、残念、当たり前なんですけど、成人のほ

うでＡＹＡ世代の患者さん、それなりの患者さんがいらっしゃるのに対して、小児総の

ほうはそれほど多くない。しかも、これ、ほとんどが高校生、大学２年生ぐらいの年齢

までということで、いわゆる若年成人の方というのは、ほとんど小児総にはいません。

聖路加さんと比べると非常に少ないというのが残念なんですけれど、ただ一方で、相談
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支援に関してだと小児総のほうが、これは延べ人数だと思うのですが、かなり相談に乗

っているんですが、成人のほうの多摩総はあんまり相談支援の件数が伸びていないとい

うのが、やっぱりまだうまく拾い上げられていないのかなというふうに思っています。  

患者サロンを昨年は実施しまして、今年も、先ほど山内委員もおっしゃったように、

なかなかフェイストゥフェイスで集まることができないので、今年も患者サロンを実施

しますが、オンラインでの実施を予定しております。  

あとは、同じ建物の中にあっても、やはり医療機関が違うと本当に違うんだなという

のを実感した１年なので、今年はそこをいかに連携を強めていくかということを中心に

やっていきたいと考えております。  

  以上です。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございました。ただいまモデル事業についてご

説明を二つの施設から頂きましたけども、何かご意見とかはございますでしょうか。  

○鈴木美穂委員 いいですか。  

○松本ワーキンググループ長  どうぞ、お願いいたします。  

○鈴木美穂委員 ＡＹＡサバイバーシップセンターは本当にすばらしいなと思って、ＡＹ

Ａカフェも含めて、やっぱりそれぞれの、聖路加さんはいろんなことが先進的ですばら

しいなと思って拝見、がん相談支援センターも含めてすばらしいなと思って拝見してい

るんですけど、やっぱりそれを全国、聖路加だったり国立がんセンターだったり、がん

研有明だったり、そういう恵まれたところに行っていない患者さんで、本当に支援が届

いていない孤独な人たちがたくさんいて、それは「ＳＴＡＮＤ  ＵＰ！」であり、マギ

ーズ東京であり、拾おうとも思っているんですが、連携して、やっぱり孤独に悩んでい

る人たちをどうにか救い上げられるような、ＡＹＡ世代のがん患者が、みんながつなが

ってサバイバーシップ、本当に強く生きていけるような体制を本当に作っていきたく、

ぜひそのモデル事業で終わらずに、全国に広げるような活動にしていけたらという、私

にもできることがあればやりたいなと思いながら聞いていました。ありがとうございま

す。 

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。  

山内委員、お願いします。  

○山内委員 今、ありがとうございます。本当に、全国にそういった形で広がっていけば

と思うので、今うちではそういった意味でＡＹＡサバイバーシップセンターというのを

立ち上げたので、それを見て、ほかの病院からもご相談に来てくれたりとか、それこそ、

ＡＹＡトラカンファというのもやっているんですけど、トランジション、いわゆる、先

ほどの湯坐先生のところもそうでしょうけれども、小児がんをやっていて、それからフ

ォローが、もう卵巣、生理が全然来ていないのに全然フォローが落ちていて、東京で大

学生になって、あら、私生理が来なくて、妊娠したいけどどうなっちゃうのというのに

気がついて、うちを見つけて来てくれたりとか、そういった形もあるので、そういった
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人たちを本当に拾っていかなきゃいけないと思うんですよね。そういった意味でのＡＹ

Ａトランジションカンファレンスというのもやっていて、いわゆる小児がんのサバイバ

ーがどうトランジションしていくか。二次がんの検診とか、そういったことも小児科の

先生たちと一緒に今立ち上げて、そういった人たちを、できるだけ多く看板を上げて、

拾い上げていきたいなと思っています。  

  それからもう一つは、コロナのおかげでこういうオンラインが非常に進んできて、今、

オンライン診療もできるようにはなってきているので、患者さんが遠くにいて、ちょっ

と来れないとか、病院に来るのが今コロナで怖くて敷居が高いというときも、今オンラ

インで相談に乗れるような、そういった形も検討していく予定です。ありがとうござい

ます。 

○鈴木美穂委員 ごめんなさい、その点では、マギーズ東京がん患者さんのご家族の、Ａ

ＹＡ世代のみではないですけれども、オンラインでもういろいろ始まっていまして、オ

ンラインの見学会も、全く来たことがない方向けの見学会というふうにやりますと、み

んな日本人ですけれども、海外に住んでいる日本人も含めて、やっぱり支援が欲しかっ

たという方がご参加されていたりとか、おしゃべり会だったりとか、呼吸法だったり、

いろんなものを今オンライン化して、今はもう予約を受け付けての相談支援、ソーシャ

ルディスタンスを保ちながらの相談支援も始まってはいるんですけれども、自粛期間中

はずっとオンラインでやってきたのもありまして、やっぱりすごくニーズが高い、オフ

ラインができるようになったとしてもオンラインを続けてほしいという声が地方からも

すごくあるということで、ぜひ何か連携して、東京都初なのか分からないですけど、全

国にその支援の輪を広げていけたらなというふうに思うので、引き続きよろしくお願い

します。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございます。ほかに何かご意見等はございます

でしょうか。このモデル事業というのは、今エクセルの表で数字だけが出ているんです

けど、具体的なこういう内容というのは、またご報告があるんでしょうか。紙資料か何

かで。そういうのはないんですか。  

○田村歯科担当課長 また、この後モデル事業が終わったタイミングで報告できればと考

えております。  

○松本ワーキンググループ長  これは中間の報告ということですね。  

○田村歯科担当課長 はい、そうです。  

○松本ワーキンググループ長  分かりました。ありがとうございます。  

  ほかに何かございますでしょうか。  

  よろしいですか。すみません、座長の不手際でかなり時間がオーバーしてしまったこ

とをおわびしたいと思います。それでは時間になりましたので、今回の議論は取りあえ

ずこれで終了したいと思います。一旦事務局にお返ししますので、よろしくお願いいた

します。  
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○田村歯科担当課長 松本先生、ありがとうございました。あと、委員の皆様、本日は活

発なご意見を多数頂戴いたしましてありがとうございました。ちょっとお時間の関係で

言い足りなかった部分につきまして、もし追加でご意見を頂けるようでしたら、１週間

期限としたいと思いますので、７月８日の水曜日までに事務局までご意見を頂ければあ

りがたいと思います。よろしくお願いいたします。  

また、繰り返しにはなりますが、助成事業については、本日のご意見を踏まえまして

再度事務局で検討し、詳細を作成して令和３年度の予算要求に臨みたいと考えておりま

す。また必要に応じて委員の皆様のご意見を頂戴しながら検討したいと思っております

ので、引き続きよろしくお願いいたします。  

  また、次回のワーキングでは、助成事業と一体的に進めていく情報提供の取組につい

てご議論いただきますので、そちらについてもよろしくお願いいたします。  

  部長、一言ございますか。  

○中川医療政策担当部長 皆様、熱心なご議論をありがとうございました。ちょっと最後

に一言だけ言わせていただければと思います。福祉保健局、様々な分野でいろんな助成

制度をしております。例えば福祉系の助成制度とかですと、議論の一つとして、多けれ

ば多いほどいいというような、そういう議論もあります。  

  今回、ある種、一つの医療費助成制度について、これだけ熱心なご議論をいただいた

んですけれども、私自身、皆様方の、先生方のご議論を聞いて思ったのは、非常に視点

が多いなというふうに改めて思いました。そこで重要なのは、納得性、これを高めてい

くことが非常に重要だというふうに考えております。その納得性に関しても、患者ご本

人、医療関係者、また納税者の納得が高い、そういう制度がぜひ必要だというふうに思

っております。  

  そうした意味で、今回のこの事務局案というのは一つのたたき台というようなことで

お考えいただければというふうに思います。今日のご議論を踏まえまして、改めて、私

どものほうも、このたたき台を基に事業をブラッシュアップしていきたいと思います。

また、その過程で先生方、お知恵、ご知見等々を頂ければありがたいというふうに考え

ております。先生方と一緒に事業のほうを作り上げていきたい、また、事業を進めてま

いりたいというふうに考えております。  

  本日は、どうもありがとうございました。  

○松本ワーキンググループ長  ありがとうございました。それでは、これにて東京都がん

対策推進協議会第五回ＡＹＡ世代がんワーキンググループを閉会させていただきたいと

思います。  

  本日は、長い時間にわたりまして、活発なご議論をありがとうございました。今後と

も、またよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。  

○中川医療政策担当部長 どうもありがとうございました。  

（午後 ８時２５分  閉会）  


